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I. 本調査の目的 

 

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（以下「FIT 法」）では、

2017 年 4 月の改正 FIT 法施行以降、FIT 認定事業者に対し、発電設備への標識及び柵塀等の設置を

義務付けている。そのため、これらを設置していない FIT 認定事業者に対しては、必要に応じて、

口頭指導が行われている。 

改正 FIT 法の経過措置期間は 2018 年 3 月 31 日で終了した。しかし 2018 年度以降においても、標

識や柵塀等が未設置の設備や、柵塀の設置が不適切な設備の情報が、引き続き多く寄せられている。 

このため、標識や柵塀等が未設置であるなどの不適切な事案については、当該 FIT 認定事業者に

対し、必要に応じ口頭指導や現場確認も行った上で、認定基準違反として厳格な対応を行う必要が

ある。 

 

また近年の災害等を踏まえ、電力レジリエンスをより一層強化していく必要がある。その一環と

して、議論の進んでいる地域活用電源のさらなる普及を検討していくことは有効である。 

 

本事業は、標識及び柵塀等の設置状況等を確認するとともに、その確認した結果を踏まえ、FIT 法

の適正な執行が図られるよう、経済産業局の業務支援を行うことを目的とする。 
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II. 報告書 本編 

第１章 太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査 

１．実施内容 

本調査では、アンケート票及び説明資料の作成、アンケートの送信・回収、問い合わせ対応、督

促及び不備対応、回収した回答の整理・報告を実施した。 

アンケート事務局は、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社内に設置した。 

１.１ アンケート票及び説明資料の作成 

アンケート票としては、柵塀・標識の設置等、認定基準の遵守状況に関する中核的な調査項目

と、分析を目的とした属性調査項目を、それぞれ以下のように設計した： 

⚫ 中核的な調査項目： 

➢ 認定基準と、認定取り消しの考え方を知っているか； 

➢ 順守状況の認識； 

➢ 順守できていなかった理由； 

➢ 対応状況または計画； 

➢ 他の自身の認定設備に関する順守の誓約。 

⚫ 属性調査項目（認定設備ではなく認定事業者単位の設問のため、集計はしない。）： 

➢ 電気設備等に関する有資格者へのアクセス； 

➢ 売上・年収における FIT 収入の割合； 

➢ 所有する FIT 認定設備の件数・容量； 

➢ 事業計画策定ガイドラインの知識； 

➢ 再エネや FIT 制度に関する情報収集状況。 

説明資料としては、本調査の背景、法的位置づけ、想定問答、そして適切な柵塀設置のための参

考情報を整理した。いずれも、対象となる FIT 認定事業者が、改正 FIT 法等について必ずしも十

分な知見がないことを想定し、簡潔に取りまとめるよう努めた。 

実際に使用されたアンケート票及び説明資料は、報告書資料編に掲載する。 

１.２ アンケートの送信・回収 

送信に当たっては、紙面に印刷のうえ郵送配付し、回収に当たっては Web アンケートシステム

を利用した。いずれも対象は認定設備単位とした。 

Web アンケートシステムとしては、株式会社マクロミルの提供する OpenMill を採用した。 

１.３ 問い合わせ対応 

アンケート票及び説明資料を受信した FIT 認定事業者からは、「いつまでに」「何をすればいい

のか」「他の発電所は大丈夫なのか」「締め切りに間に合わないが、どうなるのか」「他の地域では

どうなるのか」など、質問に対する問い合わせではなく、本調査全般・周辺に関する問い合わせが

想定された。基本的には、説明資料の一部に想定問答を設けることで対応し、それでも自身の解釈

に不安を覚える FIT 認定事業者から確認を求められた場合に備え、コールセンターを設置した。 
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コールセンターについては、担当者を対象に、想定問答に関する研修を実施し、対応能力を確保

した。また調査項目に関する照会、特に FIT 認定設備及び FIT 認定事業者の置かれた個別の状況

下でどのように回答するのが適切か、といった照会がくることも想定されるため、それらについ

てコールセンターは日報を作成し、事務局に報告することとした。更に、照会者から緊急の回答が

求められるケースについては、コールセンターは電話及び電子メールで事務局に通知することと

した。想定問答の範囲外の質問については、事務局は関東経済産業局資源エネルギー環境部新エ

ネルギー対策課と適宜相談し、対応した。 

コールセンターは、株式会社ベルウェール渋谷内に設置した。 

１.４ 督促及び不備対応 

本調査では、目標回収率を 7 割程度と設定し、必要に応じ対象者に督促状を発送し、回答期間

を調整することとした。 

回答不備については、Web アンケートシステム内で警告する仕組みを構築し、修正しなければ

回答を提出できない構造とした。 

１.５ 調査対象 

関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネルギー対策課から提供された、関東経済産業局管

内の FIT 認定設備 600 件と、FIT 認定事業者を対象とした。FIT 認定事業者については住所も提供

を受け、それをアンケート調査票及び説明資料の送付先とした。 

宛先不明で返信されたものについては、事務局は関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネ

ルギー対策課と適宜相談し、個別に対応した。 

 

２．結果 

２.１ 調査の概要 

アンケート調査の概要は以下の通りである。不明、非該当を除く 569 件に対する有効回答数は

434 件であり、回収率は 76.3%となった。 

 

図表 １-1 アンケート調査概要 

調査対象 標識・柵塀の設置状況に疑義のあるＦＩＴ認定設備 

調査期間 2020年 12月 25 日～2021年 2月 19日 

調査項目 太陽光発電所の管理状況、柵塀・標識の設置状況、法令等の順守状況、認定事業者

の経営状況及び専門知識・情報へのアクセス状況を確認した。 

配付・回収数 配付リスト 600 件、宛先不明 19 件、非該当 12件。有効回答 434件／569 件（76.3%） 
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2）割付セル別・竣工後の認定事業者による現地訪問 

竣工後の認定事業者による現地訪問を割付セル別にみると、「法人」「個人」とも、ほとんどが

「訪問したことがある」と回答している。 

 

図表 １-3 割付セル別・竣工後の現地訪問 

 

  合計 訪問した

ことがあ

る 

訪問した

ことはな

い 

知らな

い・分か

らない 

無回答 

割付セル Total 434 432 1 1 0 

100.0 99.5 0.2 0.2 0.0 

法人 270 268 1 1 0 

100.0 99.3 0.4 0.4 0.0 

個人 164 164 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

 

  

99.5%

99.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

法人

個人

(n
=

4
3

4
)

(n
=

2
7

0
)

(n
=

1
6

4
)

訪問したことがある 訪問したことはない 知らない・分からない 無回答
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7）割付セル別・外部からの苦情・指摘の有無 

外部からの苦情・指摘の有無をみると、「苦情・指摘を受けたことがある」は「法人」で 6.3%、

「個人」で 6.7%である。指摘を受けた時期は、2018 年以降が多くなっている。苦情の内容は、

柵塀の設置、標識の設置、除草、排水、反射光、風通し等である。 

 

図表 １-8 割付セル別・外部からの苦情・指摘の有無 

 

  合計 苦情・指

摘を受け

たことは

ない 

苦情・指

摘を受け

たことが

ある 

無回答 

割付セル Total 434 406 28 0 

100.0 93.5 6.5 0.0 

法人 270 253 17 0 

100.0 93.7 6.3 0.0 

個人 164 153 11 0 

100.0 93.3 6.7 0.0 

 

 

図表 １-9 割付セル別・外部指摘の時期（年） 

  合計 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

～ 

無回

答 

割付セ

ル 

Total 28 2 0 1 6 1 0 9 2 7 0 

100.0 7.1 0.0 3.6 21.4 3.6 0.0 32.1 7.1 25.0 0.0 

法人 17 0 0 1 1 0 0 8 0 7 0 

100.0 0.0 0.0 5.9 5.9 0.0 0.0 47.1 0.0 41.2 0.0 

個人 11 2 0 0 5 1 0 1 2 0 0 

100.0 18.2 0.0 0.0 45.5 9.1 0.0 9.1 18.2 0.0 0.0 

 

  

93.5%

93.7%

93.3%

6.5%

6.3%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

法人

個人

(n
=

4
3

4
)

(n
=

2
7

0
)

(n
=

1
6

4
)

苦情・指摘を受けたことはない 苦情・指摘を受けたことがある 無回答
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2）割付セル別・標識・柵塀の設置義務を怠った場合、最終的に認定が取り消されることを知っ

ていたか 

標識・柵塀の設置義務を怠った場合、最終的に認定が取り消されることを知っていたかを割付

セル別にみると、「知らなかった」は「法人」では 52.6%、「個人」では 52.4%である。 

 

図表 １-27 割付セル別・標識・柵塀の設置義務を怠った場合、最終的に認定が取り消されること

を知っていたか 

 

  合計 知ってい

た 

知らな

かった 

無回答 

割付セル Total 434 206 228 0 

100.0 47.5 52.5 0.0 

法人 270 128 142 0 

100.0 47.4 52.6 0.0 

個人 164 78 86 0 

100.0 47.6 52.4 0.0 

 

 

  

47.5%

47.4%

47.6%
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知っていた 知らなかった 無回答





 

- 28 - 

 

図表 １-29 割付セル別・標識未設置の理由 

 

割付セル 自由回答 

法人 義務ではなく努力目標だと思っていました 

御影石等で、柵や看板が取り付けられない為。私道があり進入不可の為。 

設置義務を知らなかった 

柵設置と同時に設置したものと思っていたが未設置だった 

柵塀の交換に合わせるため 

今回標識の盗難が発覚した為 

一度取り付けを行ったが外れて無くなってしまった。 

設置を依頼している 

どのように設置したらよいかわからない 

準備中 

進入不可能なため 

設置してあったが壊された 

先延ばしにしていた 

建物の屋根設置のため 

いつも目にしている自宅敷地内なので延び延びになっていた。 

設置後に法律が出来た為 

個人 設置できる場所がない。 

義務ではなく、努力目標だと思っていました 

私有地の奥に設備があるため、人の往来がない為。 

知らなかった 

大きさ等がわからない 

施設はすべて屋根の上にあるため、標識は必要ないと思っていた。 

柵塀の交換に合わせるため 

自宅に設置した場合は不要と誤認識していた 

標識設置義務を知らなかった。どのような標識を設置すべきか調べて早急に設置したい 

当時はまだ決まりがなかった 

設置していたが強風で飛ばされてしまった 

今回の調査後取付済 

2017 年頃把握していたが、失念した。 

施工業者に任せたままでいた。 

柵塀の設置をしていない為、設置する場所がなかった。 

病気で入退院を繰り返し通院も続けていたため 

手配制作中のため 

忘れていた 

近隣に住宅がないので不要と判断した 

山の中なので不要と判断した 

電話番号を示すことに抵抗がある 

保守点検事業者からは指摘されてない 

設備販売業者には取り付け願いはしてあるがまだつけていない 

設備認定時以降知らされていない 

８年前当時は 存在自体知りませんでした。 

出力が 20KW 未満（増設前）のため未設置でしたが、他の設備と併せて設置する予定で

す。 

認識不足 
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図表 １-31 割付セル別・柵塀未設置の理由 

割付セル 自由回答 

法人 私有地の中での設置であり、その場所は公道から相当程度離れているため 

義務ではなく努力目標だと思っていました 

御影石等で設置ができない。また、公道おり奥まっており、周りは、林の為、設置しな

くても、進入は不可。設置義務を知らなかった 

設置義務を知らなかったため 

私有地奥で法面、嵩上げに接しているため 

擁壁 嵩上 

屋根設置の為 

知らなかったため 

以前電気柵があったが、撤去されてしまった 

準備中 

発電所が高台にあり容易に出入りができないため 

石垣の上に建っているため 

営農のための施設を建設中のため 

設置してあったが壊されてしまった 

いつも目にしている自宅敷地内なので延び延びになっていた 

設置後に法律が出来た為 

個人 義務ではなく、努力目標だと思っていました 

施設はすべて屋根にあるので柵塀は設置できない。 

車庫型にしており高さ的に手が届かない為。 

2017 年頃把握していたが、失念した。 

標識・柵塀共に設置について具体的方策を考える 

地主の許可が取れなかった為。 

病気で入退院を繰り返し通院も続けていたため 

多忙の為。 早急に対応いたします。 

設置義務を知らなかった。 

屋敷内のため不必要と思っていた。 

近隣に住宅がないので不要と判断した 

山の中なので不要と判断した 

高い土手上に設置してあり人が容易に入れないため 

近隣に現住家屋、往来がない 

農作業、自営業の車やゴミ置き場としても使用しているため。 

隣接農地の移動に支障をきたす 

私有地でもあり、簡易な柵を設置していました。ガイドラインに添った適切な柵を業者

に発注しました。 

道から離れている 

設備認定時以降知らされていない 

８年前はガイドライン程度で自宅前なので必要性を感じませんでした。 

資金不足のため 
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３．考察 

本調査はランダムサンプリングではないため、統計的な因果推論は望めない。得られた分析結果

は示唆に留まるが、今後のより確かな実態把握に向けた、初期仮説を提供できる。 

ほとんどの FIT 認定事業者が、自ら現地訪問をしていることが明らかとなった。次項で報告する

現地の状況について、認識したうえで、改善には着手していない、という状況であると推定される。 

FIT 認定事業者の大半は、柵塀・標識の設置義務を知っていたが、順守しなかった場合に処分等

の対象になる可能性があることについては、半分も認識していなかった。義務の意味にまで踏み込

んだ周知・徹底の必要性が示唆される。過去の苦情・指摘への対応等と併せて分析すると、これら

の回答は必ずしも一貫していないが、これは本調査を通じて義務の認識が高まったことの影響と考

えられる。 

柵塀の設置について、FIT 認定事業者は当地の状況を勘案し、それぞれ要不要を判断している。

未設置でも不適切とならない状況について、グレーゾーンを狭める必要性が示唆される。設置余地

についても同様のことが言える。 

経営等の状況については多くの設問を設けているが、これらは設備単位ではなく FIT 認定事業者

単位の回答となる。名寄せが困難な本調査では、集計対象とはしなかった。これらの設問は、次項

の現地調査結果との照合に利用する。 
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第２章 太陽光発電事業の不適切事案の現地確認 

１．実施内容 

１.１ 調査項目の設計と実施 

認定基準の順守状況調査として、図表 ２-1 を構外から可能な範囲で視認調査した。柵塀・標識

は設置状況を撮影する。構内・構外状況については、不適切性が確認された場合、それを撮影し

た。 

図表 ２-1 現地調査項目 

調査対象 調査項目 

柵塀（各面で調査） 高さ、素材、破損状況、進入・構内物への接触可否、入口の状況 

標識 位置・形状、固定方法、記載内容、記載方法（印刷等）の堅牢性 

構内状況 基礎の問題、架台の問題、アレイ・モジュールの問題、配線の問題、集電箱

の問題、これら以外の工作物（建屋、支柱、鉄塔、外灯等）の問題、敷地の

問題（地割れ、不陸等）、排水・雨水処理の問題、樹木・雑草の問題、廃棄

物の問題 他 

構外状況 沈下・地割れ・陥没、隣接擁壁の異常、隣接法面の異常、隣接するがけの異

常、周辺の自然の影響、構外の廃棄物の問題 他 

１.２ 調査対象 

調査対象は、関東経済産業局と調整しつつ、以下の手順で設計した。 

空間分布の確認 

アンケート調査対象の FIT 認定設備 600 件について、関東経済産業局から位置情報（緯度・経

度）の提供を受け、データクレンジング（緯度・経度の混同の修正、同一セル内で連結したデー

タの分離）の後、GIS ソフトを用いて地図上にプロットした。 

現地調査の効率化のため、有資格者を含む 2 名からなる調査班が、1 日で 5 件の現地調査を実

施できるよう、4km×4km のメッシュの調査区を設定し、公道からアクセス可能な発電所が十分

に存在するか、確認した。その結果、十分な件数を含むメッシュが多数あることを確認した。 

調査区の抽出 

各自治体からの抽出率が概ね一致するよう、山梨県北杜市に 8 調査区、山梨県都留市に 1 調査

区、埼玉県に 3 調査区を設定することとした。北杜市の調査区については、分布全体が網羅でき

るよう、調査区を分散させた。 

対象設備の抽出 

各調査区について、公道からアクセス可能な発電所を整理し、抽出の母集団とし、全調査区を

通じて、同一の FIT 認定事業者の認定設備を複数抽出することが無いよう、調整しながら対象設

備を決定した。 
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図表 ２-2 メッシュの生成と、対象設備の抽出結果 

 

 

１.３ 現地調査の実施 

調査項目を反映したチェックリストと報告様式を作成し（詳細は報告書資料編に掲載する）、全

12 調査区について調査班を定め、調査を実施した。 

図表 ２-3 調査区、調査担当者、主担当者資格の一覧 

No. 調査区名称 調査担当者 主担当者資格 

1 埼玉県加須市周辺 プランドウコーポレーション 第二種電気工事士 

2 埼玉県行田市周辺 株式会社ERU 第三種電気主任技術者 

第二種電気工事士 

3 埼玉県東松山市、滑川町 株式会社ERU 第三種電気主任技術者 

第二種電気工事士 

4 山梨県都留市周辺 株式会社ERU 第三種電気主任技術者 

第二種電気工事士 

5 山梨県北杜市高根町清里 株式会社横浜環境デザイン 第二種電気工事士 

6 山梨県北杜市高根町・大泉町 株式会社横浜環境デザイン 第二種電気工事士 

7 山梨県北杜市長坂町・小淵沢町 株式会社横浜環境デザイン 第二種電気工事士 

8 山梨県北杜市白洲町島原 株式会社サンエイエコホーム 第一種電気工事士 

9 山梨県北杜市長坂町大八田・長坂上

条 

株式会社横浜環境デザイン 第二種電気工事士 

10 山梨県北杜市白洲町横手・白洲 株式会社サンエイエコホーム 第一種電気工事士 

11 山梨県北杜市高根町蔵原周辺 株式会社横浜環境デザイン 第二種電気工事士 

12 山梨県北杜市明野町 株式会社サンエイエコホーム 第一種電気工事士 
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３．分析 

現地調査対象 60 設備について、アンケート回答における認識や体制と、現地調査結果について

照合した。 

３.１ 認識との乖離 

標識 

標識の設置状況について、「基準に則り設置している」とアンケートで回答した23設備のうち、

52.2%にあたる 12 設備では、標識・痕跡ともに見つけることができなかった。また 4 設備につい

ては、記載事項に欠落がある、外部からのアクセスの悪い箇所に設置されており識別できない、

記載内容が認定情報と異なる、といった不適切性が確認された。 

 

図表 ２-8 標識設置の認識と実際の照合結果 

  
現地調査 

合計 基準に則り設置 一部不適切 標識・痕跡無し 

認

識 

Total 
60 11 10 39 

100.0 18.3 16.7 65.0 

基準に則り設置 
23 7 4 12 

100.0 30.4 17.4 52.2 

一部不適切 
10 3 1 6 

100.0 30.0 10.0 60.0 

未設置 
7 0 1 6 

100.0 0.0 14.3 85.7 

アンケート未回

答 

20 1 4 15 

100.0 5.0 20.0 75.0 
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柵塀 

標識の設置状況について、「基準に則り設置している」とアンケートで回答した24設備のうち、

基準に則って設置されている（特に疑義のない）ものは 5 設備に留まった。14 設備については、

未施錠等の入り口の不備（4 設備）、パネル・架台に接触可能（3 設備）、容易に進入可能な地形に

未設置（3 設備）等の疑義がある。 

 

図表 ２-9 柵塀設置の認識と実際の照合結果 

  

現地調査 

合計 
基準に則り

設置 
共有 

共有以外の

疑義 
未設置 

認

識 

Total 
60 11 8 26 15 

100.0 18.3 13.3 43.3 25.0 

基準に則り

設置 

24 5 4 14 1 

100.0 20.8 16.7 58.3 4.2 

一部不適切 
9 1 0 2 6 

100.0 11.1 0.0 22.2 66.7 

未設置 
7 0 1 2 4 

100.0 0.0 14.3 28.6 57.1 

アンケート

無回答 

20 5 3 8 4 

100.0 25.0 15.0 40.0 20.0 
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３.２ 体制・情報収集との関係 

有資格者の有無との関係 

有資格者の雇用・契約の有無と現地の適切性との関係は、図表 ２-10、図表 ２-11 の通りであ

る。有意水準 10%では、有意な差は見られなかった。 

図表 ２-10 有資格者の有無と標識設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り設

置 
一部不適切 

標識・痕跡無

し 

有
資
格
者 

Total 
60 11 10 39 

100.0 18.3 16.7 65.0 

雇用・契約してい

る 

27 6 4 17 

100.0 22.2 14.8 63.0 

雇用・契約してい

ない 

13 4 2 7 

100.0 30.8 15.4 53.8 

アンケート無回答 
20 1 4 15 

100.0 5.0 20.0 75.0 

 

 

図表 ２-11 有資格者の有無と柵塀設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り

設置 
共有 

共有以外の

疑義 
未設置 

有
資
格
者 

Total 
60 11 8 26 15 

100.0 18.3 13.3 43.3 25.0 

雇用・契約あ

り 

27 5 3 10 9 

100.0 18.5 11.1 37.0 33.3 

雇用・契約な

し 

13 1 2 8 2 

100.0 7.7 15.4 61.5 15.4 

アンケート

無回答 

20 5 3 11 4 

100.0 25.0 15.0 40.0 20.0 
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所有認定設備件数との関係 

FIT 認定事業者の所有する認定設備件数と現地の適切性との関係は、図表 ２-12、図表 ２-13

の通りである。有意水準 10%では、有意な差は見られなかった。 

 

図表 ２-12 所有認定設備件数と標識設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り設

置 
一部不適切 

標識・痕跡無

し 

認
定
設
備
件
数 

Total 
60 11 10 39 

100.0 18.3 16.7 65.0 

10件以上 
27 3 1 3 

100.0 42.9 14.3 42.9 

9件以下 
13 7 5 21 

100.0 21.2 15.2 63.6 

アンケート無回答 
20 1 4 15 

100.0 5.0 20.0 75.0 

 

図表 ２-13 所有認定設備件数と柵塀設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り

設置 
共有 

共有以外の

疑義 
未設置 

認
定
設
備
件
数 

Total 
60 11 8 26 15 

100.0 18.3 13.3 43.3 25.0 

10件以上 
27 1 1 5 0 

100.0 14.3 14.3 71.4 0.0 

9件以下 
13 5 4 13 11 

100.0 15.2 12.1 39.4 33.3 

アンケート

無回答 

20 5 3 11 4 

100.0 25.0 15.0 40.0 20.0 
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情報収集頻度との関係の影響 

FIT 認定事業者の情報収集頻度と現地の適切性との関係は、図表 ２-14、図表 ２-15 の通りで

ある。有意水準 10%では、有意な差は見られなかった。 

 

図表 ２-14 情報収集頻度と標識設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り設

置 
一部不適切 

標識・痕跡無

し 

情
報
収
集
頻
度 

Total 
60 11 10 39 

100.0 18.3 16.7 65.0 

月数回以上 
20 5 5 10 

100.0 25.0 25.0 50.0 

年数回以下 
20 5 1 14 

100.0 25.0 5.0 70.0 

アンケート無回答 
20 1 4 15 

100.0 5.0 20.0 75.0 

 

図表 ２-15 情報収集頻度と柵塀設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り

設置 
共有 

共有以外の

疑義 
未設置 

情
報
収
集
頻
度 

Total 
60 11 8 26 15 

100.0 18.3 13.3 43.3 25.0 

月数回以上 
20 5 1 8 6 

100.0 25.0 5.0 40.0 30.0 

年数回以下 
20 1 4 10 5 

100.0 5.0 20.0 50.0 25.0 

アンケート

無回答 

20 5 3 11 4 

100.0 25.0 15.0 40.0 20.0 
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事業計画策定ガイドラインの学習量との関係 

FIT 認定事業者の、事業計画策定ガイドラインの学習量と現地の適切性との関係は図表 ２-16、

図表 ２-17、の通りである。有意水準 10%では、有意な差は見られなかった。 

 

図表 ２-16 事業計画策定ガイドラインの学習量と標識設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り設

置 
一部不適切 

標識・痕跡無

し 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
読
ん
だ
か 

Total 
60 11 10 39 

100.0 18.3 16.7 65.0 

通読、通読に加え

他資料も読んだ 

20 6 5 12 

100.0 26.1 21.7 52.2 

通読していない 
20 4 1 12 

100.0 23.5 5.9 70.6 

アンケート無回答 
20 1 4 15 

100.0 5.0 20.0 75.0 

 

図表 ２-17 事業計画策定ガイドラインの学習量と柵塀設置の適切性 

  

現地調査 

合計 
基準に則り

設置 
共有 

共有以外の

疑義 
未設置 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
読
ん
だ
か 

Total 
60 11 8 26 15 

100.0 18.3 13.3 43.3 25.0 

通読、通読に

加え他資料

も読んだ 

20 3 3 10 7 

100.0 13.0 13.0 43.5 30.4 

通読してい

ない 

20 3 2 8 4 

100.0 17.6 11.8 47.1 23.5 

アンケート

無回答 

20 5 3 11 4 

100.0 25.0 15.0 40.0 20.0 

 

  



 

- 60 - 

 

３.３ 考察 

本調査はランダムサンプリングではないため、統計的な因果推論は望めない。得られた分析結

果は示唆に留まるが、今後のより確かな実態把握に向けた、初期仮説を提供できる。 

認識と調査結果の間には無視できない乖離があり、当局からの積極的な働きかけが無ければ、

改善が進まないことを示唆している。柵塀・標識の適切な設置に向けた、より具体的な働きかけが

必要と考えられる。 

有資格者の有無、所有する認定設備の件数、情報収集頻度、事業計画策定ガイドラインの学習量

は、いずれも現地の適切性との間に、強い関係を認められなかった。柵塀・標識の問題について、

FIT 認定事業者が認識を改める機会は、ほぼ無いのではないか、という懸念が浮き彫りとなる。 

これらの結果は、より分かりやすいコンテンツの整備と、そのコンテンツをより直接的に伝達

する手段の構築が、問題の解決に必要であることを示唆している。 
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第３章 地域活用電源のベストプラクティス案件の調査 

１．実施内容 

１.１ 地域活用電源の構成要素の整理 

主要な資源エネルギー庁等の資料から、地域活用電源の構成要素と考えられる内容を抽出し、

整理した。その後、関東経済産業局との協議により、本調査の対象とすべき事例の構成要素を整理

した。 

１.２ 調査項目の設計 

事例の優良性を明らかにするための調査項目及びまとめ方を、図表 ３-1 のように設計した。 

 

図表 ３-1 地域活用電源優良事例 調査項目 

主に図解する項目 主に文章で示す項目 

◼ 運営スキーム 

⚫ エネルギーフロー 

⚫ サービスフロー 

⚫ 上記フローに現れない資金フロー 

⚫ 主要機器の帰属 

 

◼ システム構成（通常時、非常時） 

⚫ 実態配線図（主要機器のみの概略図） 

⚫ 発電設備（発電機出力、PCS 容量） 

⚫ ストレージ（出力・容量） 

⚫ EMS、遠隔監視装置、通信装置 

⚫ 送配電線、熱導管 

⚫ その他供給側付帯設備 

⚫ 需要設備 

◼ 非常時の需給について 

⚫ タイムライン 

⚫ 稼働する供給・蓄エネ・エネマネ設備 

⚫ 供給を受ける需要設備とその用途 

 

◼ 成立の経緯 

⚫ 前身となる取り組み 

⚫ 検討の契機 

⚫ 主な課題と、解決法 

⚫ 成果、今後の見通し 

 

１.３ 事例候補の抽出及びヒアリング調査 

本調査の対象とすべき事例の構成要素に基づき、公開情報の調査及び関連事業者への非公式ヒ

アリングを実施し、事例を選定した。そして中核的事業者にヒアリングを実施し、調査項目の結果

について事例を整理した。 

 

  



 

- 62 - 

２．結果 

２.１ 地域活用電源の構成要素 

地域活用電源に関しては、主に総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネル

ギー主力電源化制度改革小委員会で検討されている他、主力化小委の諮問を受けた調達価格等算

定委員会の地域活用要件として、より具体的に検討されている。 

主力化小委は、大量導入小委中間整理（第 3 次）を参照しつつ、地域活用電源を発電所へのイ

ンプットとアウトプットで定義することを提案した。特にアウトプットについては、地域活性化

や、非エネルギー分野との連携にも言及している。そして算定委は、地公体出資の地域新電力によ

る地域供給の組み入れについて、検討を提起している（図表 ３-2）。 

 

図表 ３-2 地域活用電源の検討に登場した、要件候補の概要 

要件 

分類 
個別要件 概要 出所 

イ
ン
プ
ッ
ト 

地域に賦存

する資源・エ

ネルギーで

発電 

⚫ バイオマス以外の再エネは該当。 

⚫ バイオマスは、近隣で産出された木材、糞尿、食品残渣、一般廃

棄物等を用いるものが該当。 

1 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

レジリエン

ス 

⚫ 災害時に、地域ネットワーク内で電気を融通したり、避難所施設

等で非常用電気として利用するもの。 
1 

⚫ 災害時のレジリエンス強化 2 

自家消費 
⚫ 外部への電気の販売が余剰のみである場合 1 

⚫ 需要地に近接 2 

地域消費 

⚫ 熱電供給・温排熱活用設備を併設し、地域内で熱を消費 

⚫ 地域に根ざした小売電気業者を通じ、地域で電気を消費 
1 

⚫ 同一地域内における資源・エネルギーの循環 2 

⚫ 地公体の出資する小売電気事業者で地域売電するケースも対象

としたい。 
3 

地域活性化 

⚫ 地域活性化に資する案件 1 

地域の持続可能な開発に貢献する、エネルギー分野以外との連携 

⚫ 地熱発電：温泉産業及び、温水を利用する一次産業との連携 

⚫ 小水力：治水や、農業との連携 

2 

1・・・再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会．「地域活用電源に係る制度のあり方」（2019年 10月 28日） 

2・・・再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会．「中間整理（第３次）」．（2019年 8月 20日） 

3・・・調達価格等算定委員会．「地域活用要件について」．（2019年 11月 29日） 

 

これらの議論を経て、第 3 回主力化小委は、地域活用電源を自家消費型と地域消費型①②に分

け、それぞれを特徴付けた。また算定委は、自家消費のないソーラーシェアリングも非常時給電が
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あれば地域活用電源とする旨を提案している（図表 ３-3） 

 

図表 ３-3 地域活用電源の構成要件の整理 

類型 要件の概要 

自家消費型 

自家消費（電力のみ）＋災害時活用 

⚫ 需要地において需給一体的な構造として系統負荷の小さい事業（余剰売電）

が運営され； 

⚫ 災害時に活用できる設備構造（自立運転モード等）を有し、災害時に当該設

備から給電される。 

 

留意点 

⚫ 小規模太陽光はトラブル回避、分割案件でないこと、過積載でないこと等も

必須条件である。 

⚫ 小規模太陽光以外については、立地制約から難しいと考えられるため、自営

線により同一需要地外に給電する場合も対象となる。 

⚫ 自家消費に、熱は含まれない。 

地
域
一
体
型 

（
地
熱
、ﾊ

ﾞ
ｲ
ｵ
ﾏ
ｽ

、
水
力
） 

地
域
消
費
型
① 

電力の災害時活用 

⚫ 災害時に、当該設備で発電された電力が利用される。それが市町村の防災計

画等に位置付けられている。 

⚫ 通常時は、地域の需要家に電力が融通される。 

 

留意点 

⚫ マイクログリッドが該当する。 

⚫ 市町村出資の小売電気事業者への売電を通じた、地域への電力供給も該当。 

⚫ 自家消費率の要件はないが、自家消費無しは認められない。 

⚫ バイオマスは地域からのインプットが条件。 

地
域
消
費
型
② 

熱の地域消費＋災害時活用 

⚫ 災害時に、当該設備で発電された余剰熱が利用される。それが市町村の防災

計画等に位置付けられている。 

⚫ 通常時は、地域の需要家に熱が融通される。 

営農型太陽光 

10 年農地転用＋災害時活用 

⚫ 災害時に活用でき、10年間の農地転用が認められれば、自家消費がなくとも

よい。 

 

留意点 

⚫ 10 年の農地転用は、「営農が適切に継続される蓋然性が高い場合」、「荒廃農

地の再生利用の促進が期待できる」を満たすものに認められる。 

 

これらの整理は、通常時における自家消費から地域消費への拡大という点で、地域活用電源を

幅広くとらえたものと言えるが、「災害時」を系統途絶時と捉えるならば、その際の電力供給につ

いて、以下の課題を残している。 

第一に、系統途絶時の逆潮流は、一般的に禁止されている。従ってオフサイト型の発電設備であ

れば、マイクログリッドとして運用されているものを除き、電力供給はできない。現実的に可能な

方法は、自立発電型 PCS のコンセントを利用した電力供給となり、電力線を用いた電力輸送は、

一般的な再エネ設備には困難と考えられる。よって通常時の供給が地域消費であっても、災害時

（系統途絶時）の供給は、自家消費または PCS のコンセントの発電所近隣への開放になる。 
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2）取り組みの契機等 

LED’S では、投融資元、発電事業者、電力小売、需要家の全てが、本事業の目的である①八女

地域の BCP 体制の強化と②域内資金循環の実現に賛同する、域内事業者である。銀行とって融

資の困難な、前例のない取り組みであるものの、（株）福岡銀行は自らの SDGs 貢献方針に適う事

業・目的と認め、融資を決定した、という経緯がある。 

LED’S では、（株）アズマは約 6 年の投資回収を想定している。また需要家に対しても、自家

消費は従量料金のみで、九州の標準的単価より約1円安く設定している。このように設備保有者、

需要家の双方に、早期から経済的メリットの生じる仕組みとなっている。これを可能にしたのは、

（株）アズマによる地元での短期集中施工、資材の共通化と一括調達、徹底した内製化、祖業の

屋根工事で培った設計・施工能力である。これらの努力により、LED’S では工事費の低減に成功

している。また（株）アズマは、域外の事業者であるメーカー・商社にも事業の意義を説明し、

資材費低減の協力を得ている。低利融資を含む補助金や、政策支援は利用していない。 

開始から 10 年後、自家消費システムは需要家に無償譲渡可能となる。しかし（株）アズマの

もとには、この期間の後にも、LED’S への参加継続と、アズマによる所有と管理の継続を希望

する需要家の申し出が複数、届いている。このため譲渡は必須とせず、希望する需要家はそのま

まの継続を選択できることとなっている。 

 

3）設備構成等 

需要家のもとに設置される各システムの基本構成を図表 ３-5 に示す。 

PCS の容量は、FIT 余剰売電の規定により 10kW 未満だが、パネル容量は自家消費需要に合わ

せ、12-16kW の過積載となっている。自立運転機能付き PCS であるため、停電時には、PCS と蓄

電池のそれぞれに設置されたコンセントを利用できる。 

蓄電池は LED’S のレジリエンス確保のキーデバイスである。停電時に供給できるよう、通常

時は常にコンセントにプラグを差し続けて、満充電を維持し、出力は使用しない。そして停電時

に充電が必要になれば、PCS から充電する。蓄電池の従量は 38kg である。キャスター付きで、

一定の可搬性が確保されている。 

蓄電池を含むこのシステムにより、停電時に各電源スポットは、160 世帯分のスマートフォン

の充電ニーズに対応できるよう、設計されている。 
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ら当地や、千葉エコ・エネルギー（株）の他の農地での作業に利用されている。2020 年 4 月の運

転開始以来、EV や電化農機具のエネルギーは、ほぼ作業用ハウスの発電分で賄われている。 

PV システムや農業用設備等は、千葉エコ・エネルギーの農業事業勘定で整備されている。同

社の農業事業は拡張期・設備投資期にあり、黒字化できていないが、電力事業の黒字により、法

人としては利益を確保できている。低利融資を含む補助金は利用していないが、農作業用ハウス

上に設置した自家消費型の太陽光発電システム等は一般財団法人トヨタ・モビリティ基金の支援

の下、実証試験として運用している。 

可搬型蓄電池も、ソーラーシェアリングから離れた農地での作業に日頃から利用されるもので

あるが、台風 15 号被災時に経験した長期間停電の教訓から、災害時には EV 等を活用して発電

所から離れた場所でも「電気の配達」ができるように整備されたもので、スマホ 20 台に同時充

電可能な接続端子を備えている。移動困難者や高齢者が多く、人口密度も低い大野について、千

葉エコ・エネルギー（株）は災害支援協力の優先度が高いと考え、協定締結に至っている。 

 

図表 ３-7  ⼤野町内会 君塚会⻑（左）と千葉エコ・エネルギー（株）⾺上代表 

 

（資料）千葉エコ・エネルギー（株）提供 

 

図表 ３-8  貸し出し備品の一部 

 

（資料）千葉エコ・エネルギー（株）提供 
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図表 ３-10 農機用蓄電池の充電ステーション（手前）と定置型蓄電池（奥） 

 

 

4）今後の展開と課題 

千葉エコ・エネルギー（株）は、大野町内会以外の避難所にも、要請があれば災害対応で協力

する余地がある、としている。また EV・PHEV の充電利用については、定置型蓄電池を用いた

システムでは、急速充電器とそれに対応できる蓄電池が高価で、それを調達できない場合は充電

時間が長くなることが、実用上の課題としている。 
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III. 報告書 資料編 

１．アンケート票等 

説明資料：回答依頼及び想定問答 
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説明資料：柵塀の設置に関する注意点 
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アンケート票 
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２．現地調査用フォーム 

チェックシート 
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